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神奈川県監査委員公表第 16号 

 

監査の結果により講じた措置の内容について 

 

 地方自治法（昭和 22 年法律第 67 号）第 199 条第 14 項の規定に基づき、神奈川県知事から監査の

結果に基づき講じた措置の内容について通知があったので、次のとおり公表する。 

 

  令和６年 11月 27日 

 

神奈川県監査委員  村 上 英 嗣 

同          吉 川 知惠子 

同             中 家 華 江 

   同             加 藤 元 弥 

同             青 山 圭 一 

 

１ 措置の対象となった監査の結果 

令和６年７月９日神奈川県監査委員公表第９号で公表した不適切事項又は要改善事項のうち教育

委員会及び公安委員会を除く７か所に係る８事項 

２ 監査の結果及び講じた措置の内容 

 ⑴ 環境農政局 

出先機関で認められた不適切事項又は要改善事項 

監査実施 

箇 所 名 
監査実施日 監査の結果 措置の内容 

神奈川県立か

ながわ農業ア

カデミー 

令和６年４月

24日（令和６

年２月２日職

員調査） 

（不適切事項） 

契約事務において、かながわ

農業アカデミー給食業務委託契

約（契約額9,485,916円）につ

いて、平成20年３月28日付け会

計局総務課長通知に反し、予定

価格が100万円を超える随意契

約であったにもかかわらず、契

約結果を公表していなかった。 

 

不適切事項については、担当

者の確認不足に加え、公表手続

に係るチェック機能も働いてい

なかったことによるものであ

り、かながわ農業アカデミー給

食業務委託契約については、令

和６年２月２日に公表した。 

今後は、このようなことがな

いよう、入札調書等の余白に公

表実施の記録を記載し、複数の

職員による確認体制を強化する

ことにより再発防止に取り組

み、適正な事務執行に努める。 

 ⑵ 健康医療局 

出先機関で認められた不適切事項又は要改善事項 

監査実施 

箇 所 名 
監査実施日 監査の結果 措置の内容 

神奈川県鎌倉

保健福祉事務

所三崎センタ

ー 

令和６年２月

15日（令和５

年12月20日及

び同月21日職

（不適切事項） 

財産管理事務において、栄養

指導室に係る行政財産の使用許

可１件について、令和５年８月

 

不適切事項については、財産

管理事務における会議室等の使

用許可の確認手続が不十分であ
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員調査） 23日までに使用許可をすべきと

ころ、これを行わず、許可がな

いまま栄養指導室を使用させ、

その後、許可申請書を受領した

上、遡って許可を行っていた。 

ったことによるものである。 

今後は、このようなことがな

いよう、許可申請書の受領時な

ど手続ごとの確認作業を徹底す

ることにより再発防止に取り組

み、適正な事務執行に努める。 

神奈川県精神

保健福祉セン

ター 

令和６年３月

14日（令和６

年１月25日及

び同月26日職

員調査） 

（不適切事項） 

１ 契約事務において、令和５

年度こころといのちの地域医

療支援事業（自殺対策）かか

りつけ医うつ病対応力向上研

修事業委託契約（契約額

1,182,600円）について、平

成20年３月28日付け会計局総

務課長通知に反し、予定価格

が100万円を超える随意契約

であったにもかかわらず、契

約結果を公表していなかっ

た。 

２ 文書の管理において、精神

保健福祉センター職員及び職

員の配偶者の個人番号が記入

された令和５年分給与所得者

の扶養控除等（異動）申告書

等の書類について、職員の個

人番号関係事務における特定

個人情報等取扱要領に基づき

施錠保管する必要があったに

もかかわらず、これを行って

いなかった。 

 

不適切事項については、次の

とおり措置した。 

１ 契約事務については、平成

20年３月28日付け会計局総務

課長通知の認識が不十分であ

ったことによるものであり、

令和６年３月13日付けで公表

した。 

  今後は、このようなことが

ないよう、上記通知を所内で

共有するとともに、複数の職

員による確認を徹底すること

により再発防止に取り組み、

適正な事務執行に努める。 

２ 文書の管理については、不

注意により施錠保管の必要の

ない文書のファイルの中に、

個人番号記載の文書を綴った

ことによるものであり、個人

番号記載の文書の事務処理を

見直した。 

  今後は、このようなことが

ないよう、職員の個人番号関

係事務における特定個人情報

等取扱要領に則り、個人番号

記載の文書を管理することに

より再発防止に取り組み、適

正な事務執行に努める。 

神奈川県動物

愛護センター 

令和６年１月

22日（令和５

年12月６日職

員調査） 

（不適切事項） 

支出事務において、動物収容

自動車の賃貸借契約（契約額

715,440円）に係る令和５年４

月分の支払額59,620円につい

て、契約で定められた期限まで

に支払を行っていなかった。 

 

不適切事項については、担当

者の確認不足及び決裁過程にお

けるチェック機能が不十分であ

ったことによるものである。 

今後は、このようなことがな

いよう、決裁後に執行書類と突

合し、会計管理システム上の決

裁完了を複数人で確認すること

により再発防止に取り組み、適
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正な事務執行に努める。 

 ⑶ 産業労働局 

出先機関で認められた不適切事項又は要改善事項 

監査実施 

箇 所 名 
監査実施日 監査の結果 措置の内容 

神奈川県立西

部総合職業技

術校 

令和６年２月

８日（令和５

年12月14日及

び同月15日職

員調査） 

（不適切事項） 

契約事務において、マシニン

グセンタ賃貸借契約ほか３件

（契約額計22,537,416円）につ

いて、平成20年３月28日付け会

計局総務課長通知に反し、予定

価格が80万円を超える随意契約

であったにもかかわらず、契約

結果を公表していなかった。 

 

不適切事項については、平成

20年３月28日付け会計局総務課

長通知に基づく適正な方法を実

施することの必要性に対する認

識が不足していたことによるも

のであり、令和６年２月19日に

契約結果を公表した。 

今後は、このようなことがな

いよう、関係通知等の理解向上

を図るとともに複数の職員によ

る確認体制を強化することによ

り再発防止に取り組み、適正な

事務執行に努める。 

 ⑷ 県土整備局 

出先機関で認められた不適切事項又は要改善事項 

監査実施 

箇 所 名 
監査実施日 監査の結果 措置の内容 

神奈川県厚木

土木事務所 

令和６年３月

６日（令和６

年１月15日か

ら同月17日ま

で職員調査） 

（不適切事項） 

工事事務において、令和４年

度道路改良工事県単（その21）

令和５年度道路改良工事県単

（その10）合併の設計額の積算

に当たり、仮設工の法面保護シ

ート工について、当初設計に引

き続き、変更設計においても法

面保護シートの取付け費用のみ

を計上すべきところ、誤って取

外し費用も計上していたため、

変更後の設計額（13,904,000

円）が132,000円過大であっ

た。 

 

不適切事項については、設計

額の積算に当たり、設計積算シ

ステムに登録された工種コード

を誤って選択したことによるも

のである。 

今後は、このようなことがな

いよう、使用する工種コードの

内容確認の徹底を改めて周知す

るとともに、複数の職員による

確認体制を強化することにより

再発防止に取り組み、適正な事

務執行に努める。 

神奈川県厚木

土木事務所東

部センター 

令和６年３月

６日（令和６

年１月19日、

同月22日及び

同月23日職員

調査） 

（不適切事項） 

歳計外現金事務において、街

路整備事業の土地評価算定業務

等報酬に係る所得税及び復興特

別所得税１件、51,866円につい

て、法定納期限内に納付を行っ

ていなかった。 

 

不適切事項については、担当

職員が納付すべき所得税を公金

口座に入金したものの、金融機

関での納付手続を失念したこと

に加え、他の職員もそのことに

気づかなかったことによるもの

である。 
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今後は、このようなことがな

いよう、グループウェアのスケ

ジュール機能を活用し、複数の

職員による確認体制を強化する

ことにより再発防止に取り組

み、適正な事務執行に努める。 

 


